
業務仕様書 

  

  この仕様書は、当該業務を発注者である安芸高田市（以下「甲」という。）が、受注者 

（以下「乙」という。）に委託するうえで必要な事項を定めるものとする。  

  

1. 目的  

本仕様書は、振り仮名の法制化に伴い、本籍人に対して、戸籍に記載される予定の仮の 

振り仮名を記載した通知書を作成する業務に関する必要な事項を定めるものとする。  

  

2. 業務名 

戸籍振り仮名記載に係る通知書印刷・発送業務  

  

3. 履行場所 

乙が管理する作業場及び甲が指定する場所  

  

4. 履行期間  

契約締結の日の翌日～2026 年 3 月 31 日  

  

5. 定義  

本仕様書において使用する次の各号に掲げる用語の意味は、以下に定めるところによ 

る。  

(1) 本件業務  

ア 処理対象物件の印刷  

イ その他、アに付随する業務  

  (2) 処理対象物件  

別紙１「作業内訳」に掲げる通知等の印刷をいうものとする。  

  

6. 業務内容  

(1) 基本情報（2024 年 3 月 31 日現在）  

本籍数  22,088 戸籍 

本籍人口  50,918 人 

発送件数（想定）  約 30,000 通  

システム名  富士通 Japan 株式会社 

MICJET 戸籍 

基準日  2025 年 5 月 26 日現在  



(2) 乙は甲が提供するデータを使用し、通知等の印刷を行うものとする。 

(3) 乙は、甲から処理対象物件の電子データを預かり、乙の事業所等にて、別紙１ 

「作業内訳」及び別紙２「作業内訳明細」に基づき本件業務を行った後、納品日ま   

でに、その成果物を甲の指定する場所に納品する。 

(4) 基準日以降の異動状況により、すでに提供したデータに追加等が発生し、甲から 

追加データを提供した場合には、印刷前に限り対応すること。 

(5) 履行上の留意点を以下の通りとする。 

ア 引き渡し時  

(ア)甲指定の場所で電子データを引き渡すものとする。  

(イ)乙は後日、速やかに電子データの受領証を甲に提出すること。  

イ 作業時  

(ア)電子データに通し連番があるものは順番をくずさないように留意すること。

通し番号がないものについては、処理前に甲と調整して順番誤り等が発生しな

いようにすること。 

(イ)デザインは法務省が示す様式を基本とするが、具体的な内容については、甲

と協議の上、決定すること。乙はわかりやすいデザインを甲へ提案することと

し、2～3回程度の校正を行うこと。  

(ウ)梱包に必要な段ボール箱及びその他の消耗品は乙の負担とする。 

ウ 納品時  

(ア)納品場所は甲指定の場所とするが、甲の申出により納品場所を変更すること

ができるものとする。  

(イ)貸与した電子データは納品時に返却するものとする。 

(ウ)成果物は、電子データの順番ごとに適当数に仕分けをして、甲に納品するこ

と。また合わせて業務完了報告書も提出すること。 

(6) 運搬責任を以下のとおりとする。  

  委託業務に関わる資料及び納入すべき処理対象物件の運搬は、乙の責任で十分に安全

に配慮した体制（輸送車の種別、必要とされる人員、警備体制等）を整え行うものと

し、その経費は乙の負担とする。  

(7) 運用管理については以下のとおりとする。 

ア 甲及び乙は、運用管理に関わる処理手続き、事務組織、事務担当者の現況につ

いて相互に連絡を取り合うものとする。 

イ 乙は、受理した対象処理物件等をリストアップし、常に授受の状況を明確にで

きるようにするものとする。 

ウ 作業完了後、乙は、甲に返還、納品、特に保管を要するものを除き、事務処理

上作成した一切を抹消、焼却、切断など使用不可能な状態にして処分すること。  

エ 乙は、処理過程の各段階の責任者を定め、処理状況を記録する等必要な措置を

講ずるものとする。 

オ 乙は、業務に関わる入出力帳票、各種媒体に記録されているデータ及びデータ

に関するドキュメントプログラムの管理に必要な措置を講ずるものとする。 



カ 乙は、電子計算機室、データ入力室、ファイル保管室など施設設備の管理、保

安体制の必要な措置を講ずるものとする。 

(8) 危険負担については以下のとおりとする。 

ア 納入前に成果物に滅失毀損が生じた場合は、甲の責に帰すべき場合を除き、そ

の滅失毀損は乙の負担とする。 

イ 納入後に成果物に滅失毀損が生じた場合は、乙の責に帰すべき場合を除き、そ

の滅失毀損は甲の負担とする。 

(9) 再委託 

    本業務の一部を第三者に委託する場合、あらかじめ書面により甲の承認を得ること。 

乙は、再委託の行為について全責任を負うこと。 

(10) 個人情報等の取扱いに関する事項を以下のとおりとする。 

ア 乙は、業務委託で取扱う個人情報等について、目的外の利用を行ってはならな

いこととする。また、運搬等、業務委託の実施に必要な場合を除き、特定の事務室

以外の場所へ持ち出してはならない。 

イ 乙は、個人情報の取り扱い状況に係る規定等の遵守状況について、定期的に点

検を行い、その記録を管理することとする。  

ウ 乙は、甲が損害賠償請求権を行使できる期間の満了に至るまで賠償保険（個人

情報漏洩対応）に加入する等、損害賠償に対して必要な措置を講じなければならな

い。  

エ 本業務において取り扱う書類及び電子媒体は、プライバシー性が高く重要なも

のであるため、取扱い及び管理を十分に行い、受託職員に対して、この取扱いの重

要性を十分に理解させ、業務全般に支障がないようにすること。  

オ 乙は、委託業務の履行により知り得た委託業務内容の一切を第三者に漏らして

はならない。契約期間終了後も同様とすること。 

  

7．実施体制 

  乙は、従事者の選任に当たっては、当該業務を正確かつ迅速に履行できる知識を有するこ 

とはもとより、公的な業務であることに留意した対応ができ、かつ、風紀及び業務規律を 

乱さない者を選任すること。 

また、業務の実施に当たって、甲との協議、関係者への連絡調整などが迅速に行えるよ

う体制を整えること。 

(1) 事務局の設置・運営 

     乙は、業務全体を統括する事務局を設置し、迅速かつ適切に運営すること。事務局 

は、契約締結後、甲と連絡調整が円滑に実施できる場所に速やかに開設し、甲との調 

整窓口になること。また、事務局は、全体のスケジュールを管理し、甲に業務の 

執行状況や実績報告などについて、随時報告が可能な状態にすること。  

(2) 業務責任者  

ア 乙は、本業務委託を指揮する業務責任者を配置すること。 



イ 業務責任者は、本業務の従事者を十分指導して業務を実施させること。 

ウ 業務責任者は、書類等の管理や関係者との連絡調整を行なうこと。 

エ 業務責任者は、甲との連絡を密に行い、業務を進め、遅滞なく業務が遂行で 

きるよう人員、体制の確保を行うこと。 

オ 業務責任者は、事業内容等、甲から報告を求められた際は、速やかに対応す      

ること。  

カ 乙は、やむを得ない場合を除き、業務責任者を変更しないこと。 

キ 乙は、契約締結後速やかに業務責任者の氏名等を甲に通知すること。 

(3)  指揮命令  

     業務の遂行に関わる従事者に対する指示、労務管理、安全衛生等に関する一切の指揮 

命令は乙が行うものとする。 

  

8. 経費の負担区分 

   (1)業務実施に必要な消耗品等はすべて乙の負担とする。  

   (2)乙は、業務履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに甲及びその他関係機関に報 

  告するとともに、応急措置を講ずるものとする。 

  (3)乙は、この業務の履行に当たって、甲又は第三者に被害を及ぼした場合は、甲の責 

に起因する場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。 

   

9. 報告書類の提出 

   乙は、契約約款で定める書類のほか、次の各号に掲げる日までに甲に各書類を提出する

こと。 

（1）業務開始前  

      業務体制及び従事者名を明記した書類  

   (2)業務終了後  

業務完了報告書 

  (3)業務に関し、甲が調査、報告を求めた場合には速やかにこれに応じ、必要な報告書 

等を提出すること。 

10. その他 

(1)業務改善の指導  

     甲は、乙の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を乙 

に求めることができる。  

(2)その他  

ア 本仕様書に定める事項に著しく反する場合は、甲は本契約を解除することが 

できるものとする。 

イ この仕様書及び約款に定めのない疑義が生じた場合は、必要に応じて、甲と 

乙が協議して定める。  
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【別紙 1】 

 

（作業内訳） 

 
処理対象物件 

発送通数 

（想定） 
印刷規格 備考 

1 
通知用圧着はがき 

（通知書サンプルを参照） 
約 30,000 通 

Z 折り（三つ折りはがき）

の圧着はがき 
圧着及び裁断あり 

はがきとして「第 2種郵

便物」の要件を満たし、

日本郵便株式会社が設定

している割引を最大限利

用すること 

 

はがきの内部が透けて見

えないないこと 
 

カラー印刷、印字あり 

※角印（公印）あり 
 

音声ｺｰﾄﾞ（ﾕﾆﾎﾞｲｽ）付き 

直径 6㎜の半円の切り欠

き加工を施すこと 

 

ｶｽﾀﾏｰﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付き  

（留意点） 

1.甲が提供する本籍人データの情報を印字すること。外字や俗字の字形の印刷にも対応する

こと。 

2.乙は実際の印刷に使用する用紙に音声コードを印刷したサンプル品を提出し、甲の確認を

受けた後に、本印刷を開始すること。 

3.引渡しの日時は甲と協議して決めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙 2】 

 

（作業内訳明細） 

1 処理対象物件の印刷 

（1）Z折り（三つ折りはがき）の圧着はがきとする。 

 ※連続帳票（圧着及び裁断あり） 

（2）成果品とした場合に「第 2種郵便物」となるはがきの要件を満たすこと。 

（3）両面刷りとし、使用する色は甲と協議して決めること。 

 ※角印（公印あり） 

（4）音声コード（ユニボイス）付きとすること。 

（5）音声コードに対応した切り欠き加工を施すこと。 

（6）ハガキのデザイン（通知文やレイアウト等）は、国（法務省）の示す様式「通知書サ

ンプル」を基本とするが、事前に甲と協議して決めること。 

（7）カスタマーバーコード付きとすること。 

（8）国（法務省）の示す様式変更等に対応するため、複数回の校正を行うこと。 

（9）通知書には市ウェブサイト等にリンクしている二次元バーコード等の記載をすること。 

（10）通知書送付一覧（管理番号、氏名、住所等）をエクセルファイルで甲に納品する 

こと。 

 

2 その他 

（1）印刷見込み件数は、別紙 1の発送通数（想定）のとおり。件数は前後するものとす

る。 

（2）甲が用意する電子データ（CSV 等）により印刷するものとする。外字や俗字にも対応

すること。 

 【CSV ファイル項目（予定）】 

  ア 管理情報（市町村コードと管理番号連番、連番枝番） 

  イ 宛名情報（郵便番号、住所、方書、氏の届出資格者氏名） 

  ウ 氏の情報（本籍、氏、氏の仮の振り仮名、届出資格者氏名） 

  エ 名の情報（4名までをそれぞれ名と名の仮の振り仮名） 

  上記ア～エまでを 1レコードで生成し、同一戸籍同一住所の者が 4名を超える場合は 

  管理番号連番の枝番が 1加算される。 

 （3）納品場所は原則として甲の事務所とする。 

 （4）印刷後から甲が指定した納品場所へ持ち込むまでの間は、秘密保守及び個人情報保

護を遵守するとともに、外部への漏洩や紛失防止を図った上で、乙が適切に管理及び

保管すること。 


